
　 第十八改正日本薬局方の通則及び製剤総則に関する次の記述のう ち， 正し い

のはどれか。

１ ． 純度試験は， 医薬品又は医薬品中に含有さ れている主成分などを ， その特性に基

づいて定量するための試験である。

２ ． 無菌と は， 定めら れた方法で対象微生物が検出さ れないこ と であり ， 滅菌と は，

被滅菌物の中の全ての微生物を殺滅又は除去するこ と をいう 。

３ ． 気密容器と は， 通常の取扱い， 運搬又は保存状態において， 気体の侵入し ない容

器をいう 。

４ ． 製剤には， 必要に応じ て， 適切な添加剤を加えるこ と ができ る。 ただし ， 添加剤

の許容一日摂取量は ０．１ mg  /kg 体重  / 日であるこ と が規定さ れている。

５ ． 最終滅菌法は， 通例， あら かじ め使用する全ての器具及び材料を滅菌し た後， 環

境微生物及び微粒子が適切に管理さ れた清浄区域内において行う 。



                      　 イ ンフ ルエンザと その治療に関する次の記述のう ち， 正し いのはどれか。

１ ． こ れまでの世界的規模での大流行（ パンデミ ッ ク ） の原因は， C 型イ ンフ ルエン

ザウイ ルスの変異株である。

２ ． フ ァ ビピラ ビルは， 新型又は再興型イ ンフ ルエンザウイ ルス感染症の治療に用い

ら れる。

３ ． アセト アミ ノ フ ェ ンを小児のイ ンフ ルエンザ患者に使用すると ， イ ンフ ルエンザ

脳症を悪化さ せるおそれがある。

４ ． ザナミ ビル水和物は， B 型及び C 型イ ンフ ルエンザウイ ルスには無効である。

５ ． ラ ニナミ ビルオク タ ン酸エステル水和物は， １ 日２ 回， ５ 日間吸入投与さ れる。


